
日 薬 業 発 第 9 2 号 

平 成 28 年 5 月 17 日 

 

都 道 府 県 薬 剤 師 会 会 長  殿 

日 本 薬 剤 師 会 

会長 山本 信夫 

 

特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律 

第３条第２項の規定に基づき同条第１項の特定権利利益に係る期間の延長に関 

し該当延長後の満了日を平成 28年 9月 30日とする措置を指定する件等について 

 
標記について、厚生労働省医薬・生活衛生局長より別添のとおり通知がありま

したのでお知らせいたします。 

障害保健福祉に関する平成 28 年熊本地震の被害者の特定権利利益に係る満了

日を平成 28年 9月 30日まで延長することにつきましては、平成 28年 5月 11日

付け日薬業発第 80号にてお知らせしたところですが、今般、医薬品医療機器等法

に基づく薬局開設許可等についても、同様の取扱いである旨示されました。 

取り急ぎお知らせいたしますので、該当都道府県薬剤師会におかれましては、

貴会会員へご周知くださいますようお願い申し上げます。 

 

＜別添＞ 

○平成 28年 5月 6日 薬生発 0506 第 14号（厚労省→日薬） 

・平成 28年 5月 6日 薬生発 0506 第 13号（厚労省→都道府県他）  

別添１-１．「平成 28年熊本地震による災害についての特定非常災害

及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」に

ついて（平成 28年 4月 28 日 内閣府（防災担当）総務

省他） 

別添１-２． 官報（平成 28年 5月 2日）[省略] 

別添２．  平成 28年熊本地震による災害についての特定非常災害

及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令参

照条文 

別添３．  官報（平成 28年 5月 6日）[省略] 

別添４．   平成 28年熊本地震による被害者の方々の特定権利利益の 

保全等について 



 

 

薬 生 発 0 5 0 6第 1 4号 

平 成 2 8年 ５ 月 ６ 日  

 

  公益社団法人日本薬剤師会会長 殿 

 

 

厚生労働省医薬・生活衛生局長   

（ 公  印  省  略 ） 

 

 

特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置

に関する法律第３条第２項の規定に基づき同条第 1 項の特定権利

利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を平成 28年９月

30日とする措置を指定する件等について 

 

 

 標記について、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別

措置に関する法律第３条第２項の規定に基づき同条第 1 項の特定権利利益に係

る期間の延長に関し当該延長後の満了日を平成 28 年９月 30 日とする措置を指

定する件（平成 28 年５月６日付け薬生発 0506 第 13 号）」をもって別添写しの

とおり各都道府県知事、政令市長、特別区長及び地方厚生局長宛通知いたしま

したので、貴会会員への周知方御配慮願います。 

  



薬 生 発 0 5 0 6 第 1 3 号 

平 成 2 8年 ５ 月 ６ 日 

 

   都道府県知事 

各  政 令 市 長  殿 

   特 別 区 長 

  地方厚生局長 

 

 

厚生労働省医薬・生活衛生局長    

（ 公  印  省  略 ）    

 

 

特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置

に関する法律第３条第２項の規定に基づき同条第１項の特定権利

利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を平成28年９月

30 日とする措置を指定する件等について 

 

 「平成 28 年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用

すべき措置の指定に関する政令（平成 28 年政令第 213 号)」が、別添１―１、

１―２のとおり、平成 28 年５月２日付けで公布され、同日から施行されたこと

により、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関

する法律（平成８年法律第 85 号)」(以下「法」という。法については別添２参

照)の規定の一部が、平成 28 年熊本地震による災害に適用されることとなりま

した。 

 

具体的には、法第２条第１項の特定非常災害に平成 28 年熊本地震による災害

が指定され、その被災者等について、行政上の権利利益の回復又は保全のため

の期間の満了日の延長や、法令上の義務が期限内に履行されなかった場合の責

任の免除等の措置が行われるものです。 

 

これを受けて、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別

措置に関する法律第３条第２項の規定に基づき、同条第１項の特定権利利益に

係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を平成 28 年９月 30 日とする措置を

指定する件(平成 28 年厚生労働省告示第 221 号）」（以下「告示」という。）が、

別添３のとおり、平成28年５月６日付けで公布され、同日から適用されました。 



この告示は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す

る法律（昭和 35 年法律第 145 号。以下「医薬品医療機器等法」という。）第４

条第１項に基づく薬局の開設の許可等に関し、平成 28 年熊本地震に際し災害救

助法（昭和 22 年法律第 118 号)が適用された市町村の区域内に薬局を有する者

等について、有効期間等を延長し、その満了日を平成 28 年９月 30 日とするも

のです。 

 

これらに伴う薬事に関する法令の運用における留意点等は下記のとおりです

ので、御了知の上、適切な対応方御配慮いただきますよう、お願いいたします。 

 

記 

 

第１ 行政上の権利利益の回復又は保全のための期間の満了日の延長について 

 

１ 告示により有効期間の満了日を延長した許可等につきましては、別添４の

とおりです。 

 

２ 告示により指定された措置のほか、法第３条第１項に規定する行政庁又は

行政機関は、平成 28 年熊本地震による災害の被害者であって、理由を記載し

た書面によりその特定権利利益（法第３条第１項参照)に係る満了日の延長の

申出を行ったものについて、平成 28 年９月 30 日までの期日を指定してその

満了日を延長することができます（法第３条第３項)。 

 

第２ 法令上の義務が期限内に履行されなかった場合の責任の免除について 

 

１ 法令に基づき平成 28年４月 14日から同年７月 28日までの間に履行期限が

到来する義務が平成 28 年熊本地震により履行されなかった場合において、当

該義務が平成 28 年７月 29 日までに履行されたときには、当該義務が履行さ

れなかったことについて、行政上及び刑事上の責任（過料に係るものを含む。)

は問われません（法第４条第２項)。 

 

２ 薬事に関する法令に基づく届出等のうち、法第４条第２項の規定の適用を

受ける届出等の例は、次のとおりです。 

 

 

 



(1) 医薬品医療機器等法関係 

○ 薬局開設者による薬局に関する情報の報告(第８条の２) 

○ 薬局の休廃止等の届出(第 10 条) 

○ 医薬品、医療機器等の承認後の定期適合性調査(第 14 条第６項、第 23 条の

２の 23 第３項、第 23 条の 25 第６項及び第 80 条第１項から第３項まで) 

○ 新医薬品、新医療機器等の再審査(第 14 条の４第１項、附則第 13 条、第 23

条の 29 第１項) 

○ 医療機器等の使用成績評価(第 23 条の２の９第１項) 

○ 医薬品、医療機器等の製造販売の届出事項変更の届出(第 14条の９第２項、

第 23 条の２の 12 第２項) 

○ 医薬品、医療機器等の製造販売業者による事業の休廃止等の届出(第 19 条

第１項、第 23 条の２の 16 第１項、第 23 条の 36 第１項) 

○ 医薬品、医療機器等の製造業者又は外国製造業者による製造所の休廃止等

の届出(第 19 条第２項、第 23 条の２の 16 第２項、第 23 条の 36 第２項) 

○ 外国特例承認取得者等の製造販売業者に関する変更の届出(第 19 条の３、

第 23 条の 2の 18、第 23 条の３第２項、第 23 条の 38) 

○ 指定高度管理医療機器等の登録認証機関の業務の休廃止の届出(第 23 条の

15) 

○ 医薬品の販売業の休廃止等の届出(第 38 条で準用する第 10 条) 

○ 高度管理医療機器等販売業及び貸与業の休廃止等の届出(第 40 条第１項で

準用する第 10 条) 

○ 管理医療機器販売業及び貸与業の休廃止等の届出(第 40 条第２項で準用す

る第 10 条) 

○ 再生医療等製品の販売業の休廃止等の届出(第 40 条の７第１項で準用する

第 10 条) 

○ 医療機器修理業の休廃止等の届出(第40条の3で準用する第23条の２の16

第２項) 

○ 医薬品、医療機器等の製造販売業者による添付文書等記載事項の届出及び

公表（第 52 条の２第１項及び第２項、第 63 条の３第１項及び第２項並びに

第 65 条の４第１項及び第２項） 

○ 特定医療機器に関する記録及び保存の事務の委託に係る届出（第 68 条の５

第４項） 

○ 再生医療等製品に関する記録及び保存の事務の委託に係る届出（第 68 条の

７第６項） 

○ 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販

売業者又は外国特例承認取得者による副作用等の報告（第 68条の 10第１項） 



○ 再生医療等製品の製造販売業者又は外国特例再生医療等製品承認取得者に

よる感染症定期報告（第 68 条の 14 第１項） 

○ 生物由来製品に関する記録又は保存の事務の委託に係る届出(第 68 条の 22

第６項) 

○ 生物由来製品の製造販売業者、外国特例医薬品等承認取得者又は外国特例

医療機器等承認取得者による感染症定期報告（第 68 条の 24 第１項） 

 

○ 外国特例承認取得者に関する変更の届出(施行令第 34 条第 1項、第 37 条の

34 第１項、第 43 条の 35 第１項) 

○ 販売先の変更の許可を受けた特例許可旧卸売一般販売業者の販売先等の変

更等の届出(施行規則附則第 16 条で規定されている特例旧卸売一般販売業者

に係る旧施行規則第 144 条第１項) 

○ 医薬品、医療機器等の軽微変更の届出(施行規則第 48 条第２項、第 114 条

の 26 第２項、第 137 条の 29 第２項) 

○ 新医薬品等の使用成績調査(施行規則第 62 条第３項) 

○ 医療機器等の使用成績調査(施行規則第 114 条の 43 第２項) 

○ 新再生医療等製品等の使用成績調査（施行規則第 137 条の 43 第３項）  

○ 条件及び期限付承認を受けた再生医療等製品の使用成績調査（施行規則第

137 条の 35 第３項） 

○ 新医療用医薬品の安全性定期調査(施行規則第 63 条第３項) 

○ 原薬等登録原簿の軽微変更の届出(施行規則第 280 条の 12 第２項) 

○ 指定高度管理医療機器等の軽微変更の届出(施行規則第118条第１項で準用

する第 114 条の 26 第２項) 

○ 医薬品、医療機器等の治験中の副作用等報告(施行規則第 273 条第１項及び

第３項、第 274 条の２第１項及び３項、第 275 条の３第１項及び第３項) 

○ 放射性物質の盗取等の報告(放射性医薬品の製造及び取扱規則第 13 条第１

項) 

○ 放射性物質による汚染の除去等の報告(放射性医薬品の製造及び取扱規則

第 13 条第２項) 

 

(2) 薬剤師法関係 

○ 薬剤師名簿の訂正(施行令第５条第１項) 

○ 薬剤師名簿の登録の消除(施行令第６条第２項) 

 

 

 



(3) 毒物及び劇物取締法関係 

○ 毒物劇物取扱責任者の設置の届出(第７条第３項前段) 

○ 毒物劇物取扱責任者の変更の届出(第７条第３項後段) 

○ 毒物劇物営業者の氏名等の変更の届出(第 10 条第１項) 

○ 特定毒物研究者の氏名等の変更の届出(第 10 条第２項) 

○ 登録失効時等の特定毒物の品名及び数量の届出(第 21 条第１項) 

○ 死亡又は消滅の際の登録失効時等の特定毒物の品名及び数量の届出(第 21

条第４項において準用する第 21 条第１項) 

○ 業務上取扱者の届出(第 22 条第１項) 

 

(4) 麻薬及び向精神薬取締法関係 

○ 麻薬取扱者の業務廃止等の届出(第７条第１項から第３項まで) 

○ 麻薬取扱者の免許証の返納(第８条) 

○ 麻薬取扱者の免許証の記載事項変更の届出(第９条第１項) 

○ 麻薬取扱者の免許証の再交付の申請(第 10 条第１項) 

○ 亡失した麻薬取扱者の免許証を発見した場合の返納(第 10 条第２項) 

○ 麻薬の輸出許可証明書の提出(第 15 条) 

○ 麻薬の輸入許可書の返納(第 16 条) 

○ 麻薬の輸出許可書及び輸出許可証明書の返納(第 19 条) 

○ 調剤済麻薬の廃棄の届出(第 35 条第２項) 

○ 麻薬営業者等の免許失効時等の所有麻薬の品名及び数量の届出(第 36 条第

１項) 

○ 麻薬営業者等の免許失効後等の麻薬の譲渡の届出(第 36 条第３項) 

○ 死亡又は解散により麻薬営業者等の免許が失効した場合の相続人等の届出

(第 36 条第４項において準用する第 36 条第１項) 

○ 向精神薬営業者の業務廃止等の届出(第 50 条の 4 において準用する第７条

第１項及び第３項) 

○ 向精神薬営業者の免許証の返納(第 50 条の４において準用する第８条) 

○ 向精神薬営業者の免許証記載事項の変更の届出(第 50 条の４において準用

する第９条第１項) 

○ 向精神薬営業者の免許証の再交付の申請(第 50 条の４において準用する第

10 条第１項) 

○ 亡失した向精神薬営業者の免許証を発見した場合の返納(第 50 条の４にお

いて準用する第 10 条第２項) 

○ 向精神薬試験研究施設設置者の研究廃止等の届出(第 50 条の７において準

用する第７条第１項及び第３項) 



○ 向精神薬試験研究施設設置者の登録証の返納(第 50 条の７において準用す

る第８条) 

○ 向精神薬試験研究施設設置者の登録証記載事項の変更届出(第 50 条の７に

おいて準用する第９条第１項) 

○ 向精神薬試験研究施設設置者の登録証の再交付の申請(第 50 条の７におい

て準用する第 10 条第１項) 

○ 亡失した向精神薬試験研究施設設置者の登録証を発見した場合の返納届出

(第 50 条の７において準用する第 10 条第２項) 

○ 第１種向精神薬の輸出許可証明書の提出(第 50 条の９第３項において準用

する第 15 条) 

○ 第２種向精神薬の輸出届出書の提出(第 50 条の９第４項において準用する

第 15 条) 

○ 第１種向精神薬を輸入しなかった場合の輸入許可書の返納(第 50 条の９第

３項において準用する第 16 条) 

○ 第２種向精神薬を輸入しなかった場合の輸入許可書の返納(第 50 条の９第

４項において準用する第 16 条) 

○ 第３種向精神薬を輸入しなかった場合の輸入許可書の返納(第 50 条の９第

５項において準用する第 16 条) 

○ 第２種向精神薬の輸出届出書の提出(第 50 条の 10) 

○ 第１種向精神薬を輸出しなかった場合の輸出許可書及び輸出許可証明書の

返納(第 50 条の 12 第３項において準用する第 19 条) 

○ 第２種向精神薬を輸出しなかった場合の輸出許可書及び輸出許可証明書の

返納(第 50 条の 12 第４項において準用する第 19 条) 

○ 第３種向精神薬を輸出しなかった場合の輸出許可書の返納(第 50条の 12第

５項において準用する第 19 条) 

○ 特定第２種向精神薬を輸出しなかった場合の輸出許可書及び輸出許可証明

書の返納(第 50 条の 13 第２項において準用する第 19 条) 

○ 特定第３種向精神薬を輸出しなかった場合の輸出許可書の返納(第 50 条の

13 第３項において準用する第 19 条) 

○ 特定向精神薬を輸出しなかった場合の特別輸入許可書の返納(第 50 条の 13

第７項) 

○ 向精神薬営業者の向精神薬取扱責任者設置の届出(第 50 条の 20 第４項) 

○ 麻薬等原料輸入業者等の業務廃止等の届出(第 50 条の 28 第１項及び第２

項) 

 

 



(5) 大麻取締法関係 

○ 大麻取扱者の死亡又は解散による相続人等の届出(第 10 条第２項) 

○ 大麻取扱者の登録事項の変更届出(第 10 条第５項) 

○ 大麻取扱者の免許証の再交付の申請(第 10 条第６項) 

○ 亡失した大麻取扱者の免許証を発見した場合の返納(第 10 条第７項) 

 

(6) あへん法関係 

○ 麻薬製造業者等の免許失効時等のあへん又はけしがらの数量の届出(第 41

条第１項) 

○ 麻薬製造業者等の免許失効後等のけしがらの譲渡又は譲受の届出(第 41 条

第４項において準用する第 21 条第１項) 

○ 死亡又は解散の際の麻薬製造業者等の免許失効時等のあへん又はけしがら

の数量の届出(第 41 条第５項において準用する第 41 条第１項) 

○ 死亡又は解散の際の麻薬製造業者等の免許失効後等のけしがらの譲渡又は

譲受の届出(第 41 条第５項において準用する第 41 条第４項) 

 

(7) 覚せい剤取締法関係 

○ 覚せい剤製造業者等の業務の廃止等の届出(第９条第１項から第４項まで) 

○ 覚せい剤製造業者等の指定証の返納及び提出(第 10 条第１項及び第２項) 

○ 亡失した覚せい剤製造業者等の指定証を発見した場合の返納(第 11 条第２

項) 

○ 覚せい剤製造業者等の氏名又は住所等の変更の届出(第 12 条第１項から第

３項まで) 

○ 覚せい剤製造業者等の指定失効時の覚せい剤の品名及び数量の報告(第 24

条第１項) 

○ 覚せい剤製造業者等の指定失効後の覚せい剤の譲渡及びその報告(第 24 条

第２項) 

○ 死亡又は解散の際の覚せい剤製造業者等の指定失効時の覚せい剤の品名及

び数量の報告並びに指定失効後の覚せい剤の譲渡及びその報告(第 24 条第４

項) 

○ 覚せい剤製造業者の報告(第 29 条) 

○ 覚せい剤輸入業者等の業務の廃止等の届出(第 30条の４第 1項及び第２項) 

○ 覚せい剤原料輸入業者等の指定証の返納(第 30 条の５において準用する第

10 条第 1項) 

○ 覚せい剤原料輸入業者等の指定証の提出(第 30 条の５において準用する第

10 条第 2項) 



○ 亡失した覚せい剤原料輸入業者等の指定証を発見した場合の返納(第 30 条

の５において準用する第 11 条第２項) 

○ 覚せい剤原料輸入業者等の氏名又は住所等の変更の届出(第 30 条の５にお

いて準用する第 12 条第１項から第３項まで) 

○ 覚せい剤原料輸入業者等の指定失効時等の覚せい剤原料の品名及び数量の

報告(第 30 条の 15 第１項) 

○ 覚せい剤原料輸入業者等の指定失効後等の覚せい剤原料の譲渡及びその報

告(第 30 条の 15 第２項) 

○ 死亡又は解散の際の覚せい剤原料輸入業者等の指定失効時等の覚せい剤原

料の品名及び数量の報告並びに指定失効後等の覚せい剤原料の譲渡及びその

報告(第 30 条の 15 第４項において準用する第 24 条第４項) 



別添１－１ 

 

 

平成２８年４月２８日 

内閣府（防災担当） 

総 務 省 

法 務 省 

 

「平成２８年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対

し適用すべき措置の指定に関する政令」について 

 

 

１ 政令の趣旨 

○ 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律

（平成８年法律第85号。以下「法」という。）は、阪神・淡路大震災に対応する

ために立法された行政上の権利利益の満了日の延長等に関する各種特別措置を、

政令で定めることとすることにより、災害時にこれらの措置を迅速に発動できる

ようにしたものであり、大規模な非常災害（特定非常災害）について適用される

もの。 

○ 今回の平成２８年熊本地震においては、死亡・負傷者等の人的被害、住家被害

の程度が甚大であるとともに、未だ多くの被災者が避難生活を余儀なくされて、

被災地域全体の日常生活や業務環境に多大な支障が生じている状況にあり、かつ、

その復旧・復興にはなお時間を要することが見込まれるところ。 

○ このように大規模な非常災害である｢平成２８年熊本地震による災害｣について

特定非常災害として指定するとともに、行政上の権利利益の満了日の延長等を行

うことにより、被災者の権利利益の保全等を図ろうとするものである。 

 

２ 政令の概要 

(1) 平成２８年熊本地震を特定非常災害として指定する。（法第２条、政令第１条） 

(2) この特定非常災害に対し、次に掲げる措置を適用する。（政令第２条） 

① 行政上の権利利益の満了日の延長（法第３条、政令第３条） 



別添１－１ 

 

特定非常災害の被害者が、自動車運転の免許のような有効期限のついた

許認可等の行政上の権利利益について、更新等のために必要な手続をとれ

ない場合があることを考慮して、許認可等に係る有効期限を平成 28 年 9

月30日まで延長することができること。 

※ 延長措置を講ずる具体的な行政上の権利利益、地域、対象者及び延長後

の満了日は、可能な限り速やかに各府省等の告示により別途指定。 

② 期限内に履行されなかった行政上の義務の履行の免責（法第４条、政令第４条） 

薬局の休廃止等の届出のような履行期限のある法令上の義務が、特定非

常災害により本来の履行期限までに履行されなかった場合であっても平成

28年 7月 29日までに履行された場合には、行政上及び刑事上の責任を問

われないとすること。 

③ 法人の破産手続開始の決定の特例（法第５条、政令第５条） 

特定非常災害により債務超過となった法人に対しては、支払不能等の場

合を除き、平成30年４月13日まで破産手続開始の決定をすることができ

ないこと。 

④ 相続の承認又は放棄すべき期間の特例（法第６条、政令第６条） 

特定非常災害発生日に熊本県に住所を有していた相続人については、相

続の承認又は放棄すべき期間を平成28年12月28日まで伸長すること。 
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平
成
二
十
八
年
熊
本
地
震
に
よ
る
災
害
に
つ
い
て
の
特
定
非
常
災
害
及
び
こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
に
関
す
る
政
令
参
照
条
文

○
特
定
非
常
災
害
の
被
害
者
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を
図
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
八
十
五
号
）
（
抄
）

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
特
定
非
常
災
害
の
被
害
者
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を
図
る
た
め
、
特
定
非
常
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
行
政
上
の
権
利
利
益

に
係
る
満
了
日
の
延
長
、
履
行
さ
れ
な
か
っ
た
義
務
に
係
る
免
責
、
法
人
の
破
産
手
続
開
始
の
決
定
の
特
例
、
相
続
の
承
認
又
は
放
棄
を
す
べ
き
期
間
の
特

例
、
民
事
調
停
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
二
号
）
に
よ
る
調
停
の
申
立
て
の
手
数
料
の
特
例
並
び
に
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二

百
一
号
）
及
び
景
観
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
号
）
に
よ
る
応
急
仮
設
住
宅
の
存
続
期
間
の
特
例
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
特
定
非
常
災
害
及
び
こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
）

第
二
条

著
し
く
異
常
か
つ
激
甚
な
非
常
災
害
で
あ
っ
て
、
当
該
非
常
災
害
の
被
害
者
の
行
政
上
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を
図
り
、
又
は
当
該
非
常
災
害
に
よ

り
債
務
超
過
と
な
っ
た
法
人
の
存
立
、
当
該
非
常
災
害
に
起
因
す
る
民
事
に
関
す
る
紛
争
の
迅
速
か
つ
円
滑
な
解
決
若
し
く
は
当
該
非
常
災
害
に
係
る
応
急

仮
設
住
宅
の
入
居
者
の
居
住
の
安
定
に
資
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
も
の
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
当
該
非
常
災
害
を

特
定
非
常
災
害
と
し
て
政
令
で
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
政
令
に
は
、
当
該
特
定
非
常
災
害
が
発
生
し
た
日
を
特
定
非
常
災
害

発
生
日
と
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
政
令
に
お
い
て
は
、
次
条
以
下
に
定
め
る
措
置
の
う
ち
当
該
特
定
非
常
災
害
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
を
指
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
指

定
の
後
、
新
た
に
そ
の
余
の
措
置
を
適
用
す
る
必
要
が
生
じ
た
と
き
は
、
当
該
措
置
を
政
令
で
追
加
し
て
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

（
行
政
上
の
権
利
利
益
に
係
る
満
了
日
の
延
長
に
関
す
る
措
置
）

第
三
条

次
に
掲
げ
る
権
利
利
益
（
以
下
「
特
定
権
利
利
益
」
と
い
う
。
）
に
係
る
法
律
、
政
令
又
は
内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第

七
条
第
三
項
若
し
く
は
第
五
十
八
条
第
四
項
（
宮
内
庁
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
七
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若

し
く
は
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
条
第
一
項
の
命
令
若
し
く
は
内
閣
府
設
置
法
第
七
条

第
五
項
若
し
く
は
第
五
十
八
条
第
六
項
若
し
く
は
宮
内
庁
法
第
八
条
第
五
項
若
し
く
は
国
家
行
政
組
織
法
第
十
四
条
第
一
項
の
告
示
（
以
下
「
法
令
」
と
い

う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
を
所
管
す
る
国
の
行
政
機
関
（
内
閣
府
、
宮
内
庁
並
び
に
内
閣
府
設
置
法
第
四
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
機

Administrator
タイプライターテキスト

Administrator
タイプライターテキスト

Administrator
タイプライターテキスト

Administrator
タイプライターテキスト

Administrator
タイプライターテキスト
別添２

Administrator
タイプライターテキスト
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関
並
び
に
国
家
行
政
組
織
法
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
機
関
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
長
（
当
該
国
の
行
政
機
関
が
内
閣
府
設
置
法
第
四
十
九
条
第
一

項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
国
家
行
政
組
織
法
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
委
員
会
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
委
員
会
）
は
、
特
定
非
常
災
害
の
被
害

者
の
特
定
権
利
利
益
で
あ
っ
て
そ
の
存
続
期
間
が
満
了
前
で
あ
る
も
の
を
保
全
し
、
又
は
当
該
特
定
権
利
利
益
で
あ
っ
て
そ
の
存
続
期
間
が
既
に
満
了
し
た

も
の
を
回
復
さ
せ
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
特
定
非
常
災
害
発
生
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

（
以
下
「
延
長
期
日
」
と
い
う
。
）
を
限
度
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
特
定
権
利
利
益
に
係
る
満
了
日
を
延
長
す
る
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

法
令
に
基
づ
く
行
政
庁
の
処
分
（
特
定
非
常
災
害
発
生
日
以
前
に
行
っ
た
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り
付
与
さ
れ
た
権
利
そ
の
他
の
利
益
で
あ
っ
て
、
そ

の
存
続
期
間
が
特
定
非
常
災
害
発
生
日
以
後
に
満
了
す
る
も
の

二

法
令
に
基
づ
き
何
ら
か
の
利
益
を
付
与
す
る
処
分
そ
の
他
の
行
為
を
当
該
行
為
に
係
る
権
限
を
有
す
る
行
政
機
関
（
国
の
行
政
機
関
及
び
こ
れ
ら
に
置

か
れ
る
機
関
並
び
に
地
方
公
共
団
体
の
機
関
に
限
る
。
）
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
権
利
で
あ
っ
て
、
そ
の
存
続
期
間
が
特
定
非
常
災
害
発
生
日
以
後
に

満
了
す
る
も
の

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
延
長
の
措
置
は
、
告
示
に
よ
り
、
当
該
措
置
の
対
象
と
な
る
特
定
権
利
利
益
の
根
拠
と
な
る
法
令
の
条
項
ご
と
に
、
地
域
を
単
位
と

し
て
、
当
該
措
置
の
対
象
者
及
び
当
該
措
置
に
よ
る
延
長
後
の
満
了
日
を
指
定
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
延
長
の
措
置
の
ほ
か
、
同
項
第
一
号
の
行
政
庁
又
は
同
項
第
二
号
の
行
政
機
関
（
次
項
に
お
い
て
「
行
政
庁
等
」
と
い
う
。
）
は

、
特
定
非
常
災
害
の
被
害
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
特
定
権
利
利
益
に
つ
い
て
保
全
又
は
回
復
を
必
要
と
す
る
理
由
を
記
載
し
た
書
面
に
よ
り
満
了
日
の
延
長
の

申
出
を
行
っ
た
も
の
に
つ
い
て
、
延
長
期
日
ま
で
の
期
日
を
指
定
し
て
そ
の
満
了
日
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

延
長
期
日
が
定
め
ら
れ
た
後
、
第
一
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
満
了
日
の
延
長
の
措
置
を
延
長
期
日
の
翌
日
以
後
に
お
い
て
も
特
に
継
続
し
て
実
施
す

る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
第
一
項
の
国
の
行
政
機
関
の
長
又
は
行
政
庁
等
は
、
同
項
又
は
前
項
の
例
に
準
じ
、
特
定
権
利
利
益
の
根
拠
と
な

る
法
令
の
条
項
ご
と
に
新
た
に
政
令
で
定
め
る
日
を
限
度
と
し
て
、
当
該
特
定
権
利
利
益
に
係
る
満
了
日
を
更
に
延
長
す
る
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

前
各
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
特
定
権
利
利
益
に
係
る
期
間
に
関
す
る
措
置
に
つ
い
て
他
の

法
令
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
期
限
内
に
履
行
さ
れ
な
か
っ
た
義
務
に
係
る
免
責
に
関
す
る
措
置
）

第
四
条

特
定
非
常
災
害
発
生
日
以
後
に
法
令
に
規
定
さ
れ
て
い
る
履
行
期
限
が
到
来
す
る
義
務
（
以
下
「
特
定
義
務
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
特
定
非
常
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災
害
に
よ
り
当
該
履
行
期
限
が
到
来
す
る
ま
で
に
履
行
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
不
履
行
に
係
る
行
政
上
及
び
刑
事
上
の
責
任
（
過
料
に
係
る

も
の
を
含
む
。
以
下
単
に
「
責
任
」
と
い
う
。
）
が
問
わ
れ
る
こ
と
を
猶
予
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
政
令
で
、
特
定
非
常
災
害
発
生
日
か
ら
起
算
し
て

四
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
特
定
義
務
の
不
履
行
に
つ
い
て
の
免
責
に
係
る
期
限
（
以
下
「
免
責
期
限
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

免
責
期
限
が
定
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
免
責
期
限
が
到
来
す
る
日
の
前
日
ま
で
に
履
行
期
限
が
到
来
す
る
特
定
義
務
が
免
責
期
限
が
到
来
す
る
日
ま

で
に
履
行
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
特
定
義
務
が
特
定
非
常
災
害
に
よ
り
履
行
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
責
任
は
問
わ
れ
な
い
も
の
と
す
る
。

３

免
責
期
限
が
定
め
ら
れ
た
後
、
前
二
項
に
定
め
る
免
責
の
措
置
を
免
責
期
限
が
到
来
す
る
日
の
翌
日
以
後
に
お
い
て
も
特
に
継
続
し
て
実
施
す
る
必
要
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
政
令
で
、
特
定
義
務
の
根
拠
と
な
る
法
令
の
条
項
ご
と
に
、
新
た
に
、
当
該
特
定
義
務
の
不
履
行
に
つ
い
て
の
免
責
に
係
る

期
限
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
項
の
規
定
は
、
こ
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

４

前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
義
務
が
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
そ
の
履
行
期
限
が
到
来
す
る
ま
で
に
履
行
さ
れ
な
か
っ
た
場
合

に
つ
い
て
他
の
法
令
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
債
務
超
過
を
理
由
と
す
る
法
人
の
破
産
手
続
開
始
の
決
定
の
特
例
に
関
す
る
措
置
）

第
五
条

特
定
非
常
災
害
に
よ
り
そ
の
財
産
を
も
っ
て
債
務
を
完
済
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
法
人
に
対
し
て
は
、
第
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
政
令

で
こ
の
条
に
定
め
る
措
置
を
指
定
す
る
も
の
の
施
行
の
日
以
後
特
定
非
常
災
害
発
生
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る

日
ま
で
の
間
、
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
法
人
が
、
清
算
中
で
あ
る
場
合
、
支
払
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

又
は
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

裁
判
所
は
、
法
人
に
対
し
て
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
法
人
に
対
し
て
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
当
該
決
定
を
留
保
す
る
決
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

裁
判
所
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
に
係
る
法
人
が
支
払
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
、
そ
の
他
同
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
を
す
べ
き
第
一

項
に
規
定
す
る
事
情
に
つ
い
て
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
申
立
て
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
そ
の
決
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

４

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
に
対
し
て
は
、
不
服
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

５

第
一
項
本
文
の
法
人
の
理
事
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
は
、
特
定
非
常
災
害
発
生
日
か
ら
同
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
日
ま
で
の
間
、
他
の
法
律
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
法
人
に
つ
い
て
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
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（
相
続
の
承
認
又
は
放
棄
を
す
べ
き
期
間
の
特
例
に
関
す
る
措
置
）

第
六
条

相
続
人
（
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
）
が
、
特
定
非
常
災
害
発
生
日
に
お
い
て
、
特
定
非
常
災
害
に
よ
り
多

数
の
住
民
が
避
難
し
、
又
は
住
所
を
移
転
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
地
区
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
住
所
を
有
し
て
い
た
場
合
に
お
い
て
、
民
法

（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
九
百
十
五
条
第
一
項
の
期
間
（
こ
の
期
間
が
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
っ
て
伸
長
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
伸
長
さ
れ
た
期
間
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
末
日
が
特
定
非
常
災
害
発
生
日
以
後
当
該
特
定
非
常
災
害
発
生
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超

え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
の
前
日
ま
で
に
到
来
す
る
と
き
は
、
同
項
の
期
間
は
、
当
該
政
令
で
定
め
る
日
ま
で
伸
長
す
る
。

一

相
続
人
が
相
続
の
承
認
又
は
放
棄
を
し
な
い
で
死
亡
し
た
場
合

そ
の
者
の
相
続
人

二

相
続
人
（
前
号
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
号
に
定
め
る
者
）
が
未
成
年
者
又
は
成
年
被
後
見
人
で
あ
る
場
合

そ
の
法
定
代
理
人

（
民
事
調
停
法

に
よ
る
調
停
の
申
立
て
の
手
数
料
の
特
例
に
関
す
る
措
置
）

第
七
条

特
定
非
常
災
害
に
よ
り
借
地
借
家
関
係
そ
の
他
の
民
事
上
の
法
律
関
係
に
著
し
い
混
乱
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
地
区
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の

に
特
定
非
常
災
害
発
生
日
に
お
い
て
住
所
、
居
所
、
営
業
所
又
は
事
務
所
を
有
し
て
い
た
者
が
、
当
該
特
定
非
常
災
害
に
起
因
す
る
民
事
に
関
す
る
紛
争
に

つ
き
、
特
定
非
常
災
害
発
生
日
以
後
当
該
特
定
非
常
災
害
発
生
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
ま
で
の
間
に
、
民

事
調
停
法

に
よ
る
調
停
の
申
立
て
を
す
る
場
合
に
は
、
民
事
訴
訟
費
用
等
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
四
十
号
）
第
三
条
第
一
項

の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
申
立
て
の
手
数
料
を
納
め
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

（
建
築
基
準
法

に
よ
る
応
急
仮
設
住
宅
の
存
続
期
間
の
特
例
に
関
す
る
措
置
）

第
八
条

特
定
非
常
災
害
に
よ
り
借
地
借
家
関
係
そ
の
他
の
民
事
上
の
法
律
関
係
に
著
し
い
混
乱
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
地
区
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の

に
特
定
非
常
災
害
発
生
日
に
お
い
て
住
所
、
居
所
、
営
業
所
又
は
事
務
所
を
有
し
て
い
た
者
が
、
当
該
特
定
非
常
災
害
に
起
因
す
る
民
事
に
関
す
る
紛
争
に

つ
き
、
特
定
非
常
災
害
発
生
日
以
後
当
該
特
定
非
常
災
害
発
生
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
ま
で
の
間
に
、
民

事
調
停
法
に
よ
る
調
停
の
申
立
て
を
す
る
場
合
に
は
、
民
事
訴
訟
費
用
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
四
十
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
そ
の
申
立
て
の
手
数
料
を
納
め
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

（
景
観
法
に
よ
る
応
急
仮
設
住
宅
の
存
続
期
間
の
特
例
に
関
す
る
措
置
）

第
九
条

市
町
村
長
は
、
景
観
法
第
七
十
七
条
第
一
項

の
非
常
災
害
又
は
同
条
第
二
項

の
災
害
が
特
定
非
常
災
害
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
被
災
者
の
住
宅
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の
需
要
に
応
ず
る
に
足
り
る
適
当
な
住
宅
が
不
足
す
る
た
め
同
条
第
四
項

に
規
定
す
る
期
間
を
超
え
て
当
該
被
災
者
の
居
住
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
応
急
仮

設
建
築
物
で
あ
る
住
宅
を
存
続
さ
せ
る
必
要
が
あ
り
、
か
つ
、
こ
れ
を
存
続
さ
せ
て
も
良
好
な
景
観
の
形
成
に
著
し
い
支
障
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
同

項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
更
に
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
同
項

の
許
可
の
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
延
長
に
係
る
期
間
が
満

了
し
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
を
更
に
延
長
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

〇
内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
（
抄
）

（
内
閣
総
理
大
臣
の
権
限
）

第
七
条

（
略
）

２

（
略
）

３

内
閣
総
理
大
臣
は
、
内
閣
府
に
係
る
主
任
の
行
政
事
務
に
つ
い
て
、
法
律
若
し
く
は
政
令
を
施
行
す
る
た
め
、
又
は
法
律
若
し
く
は
政
令
の
特
別
の
委
任

に
基
づ
い
て
、
内
閣
府
の
命
令
と
し
て
内
閣
府
令
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

（
略
）

５

内
閣
総
理
大
臣
は
、
内
閣
府
の
所
掌
事
務
に
つ
い
て
、
公
示
を
必
要
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
告
示
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６
・
７

（
略
）

（
設
置
）

第
四
十
九
条

内
閣
府
に
は
、
そ
の
外
局
と
し
て
、
委
員
会
及
び
庁
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２

法
律
で
国
務
大
臣
を
も
っ
て
そ
の
長
に
充
て
る
こ
と
と
定
め
ら
れ
て
い
る
前
項
の
委
員
会
に
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
委
員
会
又
は
庁

を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

３

（
略
）

（
長
の
権
限
等
）

第
五
十
八
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）
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４

各
委
員
会
及
び
各
庁
の
長
官
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
政
令
及
び
内
閣
府
令
以
外
の
規
則
そ
の
他
の
特
別
の
命
令
を
自
ら
発
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

５

（
略
）

６

各
委
員
会
及
び
各
庁
の
長
官
は
、
そ
の
機
関
の
所
掌
事
務
に
つ
い
て
、
公
示
を
必
要
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
告
示
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

７
・
８

（
略
）

〇
宮
内
庁
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
七
十
号
）
（
抄
）

第
八
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

長
官
は
、
宮
内
庁
の
所
掌
事
務
に
つ
い
て
、
公
示
を
必
要
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
告
示
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６
・
７

（
略
）

第
十
八
条

内
閣
府
設
置
法

（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
五
十
六
条
及
び
第
五
十
七
条
の
規
定
は
宮
内
庁
に
つ
い
て
、
同
法
第
五
十
八
条
第
四
項

の
規
定
は
長
官
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

２

（
略
）

〇
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
（
抄
）

（
行
政
機
関
の
設
置
、
廃
止
、
任
務
及
び
所
掌
事
務
）

第
三
条

（
略
）

２

行
政
組
織
の
た
め
置
か
れ
る
国
の
行
政
機
関
は
、
省
、
委
員
会
及
び
庁
と
し
、
そ
の
設
置
及
び
廃
止
は
、
別
に
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

３
・
４

（
略
）

第
十
二
条

各
省
大
臣
は
、
主
任
の
行
政
事
務
に
つ
い
て
、
法
律
若
し
く
は
政
令
を
施
行
す
る
た
め
、
又
は
法
律
若
し
く
は
政
令
の
特
別
の
委
任
に
基
づ
い
て

、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
機
関
の
命
令
と
し
て
省
令
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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２
・
３

（
略
）

第
十
三
条

各
委
員
会
及
び
各
庁
の
長
官
は
、
別
に
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
政
令
及
び
省
令
以
外
の
規
則
そ
の
他
の
特
別
の
命
令
を
自
ら
発
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

第
十
四
条

各
省
大
臣
、
各
委
員
会
及
び
各
庁
の
長
官
は
、
そ
の
機
関
の
所
掌
事
務
に
つ
い
て
、
公
示
を
必
要
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
告
示
を
発
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

〇
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
（
抄
）

（
相
続
の
承
認
又
は
放
棄
を
す
べ
き
期
間
）

第
九
百
十
五
条

相
続
人
は
、
自
己
の
た
め
に
相
続
の
開
始
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
時
か
ら
三
箇
月
以
内
に
、
相
続
に
つ
い
て
、
単
純
若
し
く
は
限
定
の
承

認
又
は
放
棄
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
期
間
は
、
利
害
関
係
人
又
は
検
察
官
の
請
求
に
よ
っ
て
、
家
庭
裁
判
所
に
お
い
て
伸
長
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

２

（
略
）
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平成 28 年熊本地震による被害者の方々の特定権利利益の保全等について 
（特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第３条第２項に基づく 

厚生労働省告示第 221 号（平成 28 年５月６日公布）） 
 
１ 概要 
○ 厚生労働省では、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律（平成８年法律第

85 号）第３条第２項に基づいて告示を制定しました。今回の告示は、平成 28 年熊本地震による被害者の方々の特定権

利利益（厚生労働省関係）の満了日を平成 28 年９月 30 日まで延長するものです。 
 
○ 対象となる特定権利利益（今回の地震による被害者の方々が法令に基づいて付与された権利等のうち、地震発生日（平

成 28 年４月 14 日）以降に期限の到来するもの）のうち、薬事に関する法令に基づくものとその概要は、下記一覧表の

とおりですので、お知らせいたします。 
 
２ 一覧表 
（※概要中の特定被災区域とは、災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号）が適用された市町村の区域を指します。） 

番号 対象となる特定権利利益 概要 
１ 毒物劇物営業の登録期間の延長 平成 28 年４月 14 日から平成 28 年９月 30 日までの間に有効期間が満了する

毒物又は劇物の製造所若しくは輸入業又は販売業の登録について、特定被災区

域内に製造所等を有する者については、その期間を延長する。 
２ 向精神薬輸入業者等の免許期間

の延長 
平成 28 年４月 14 日から平成 28 年９月 30 日までの間に有効期間が満了する

向精神薬輸入業者、向精神薬小売販売業者等の免許について、特定被災区域内

に向精神薬営業所を有する者については、その期間を延長する。 
３ 薬局開設許可期間の延長 平成 28 年４月 14 日から平成 28 年９月 30 日までの間に有効期間が満了する
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薬局の開設の許可について、特定被災区域内に薬局を有する者については、そ

の期間を延長する。 
４ 医薬品、医療機器等の製造業の許

可又は登録期間の延長 
平成 28 年４月 14 日から平成 28 年９月 30 日までの間に有効期間が満了する

医薬品、医療機器等の製造業の許可又は登録について、特定被災区域内に製造

所を有する者については、その期間を延長する。 
５ 医薬品、医療機器等の製造販売業

の許可期間の延長 
平成 28 年４月 14 日から平成 28 年９月 30 日までの間に有効期間が満了する

医薬品、医療機器等の製造販売業の許可について、特定被災区域内に事務所等

を有する者については、その期間を延長する。 
６ 医薬品、医療機器等の外国製造業

者の認定又は登録期間の延長 
平成 28 年４月 14 日から平成 28 年９月 30 日までの間に有効期間が満了する

医薬品、医療機器等の外国製造業者の認定又は登録について、特定被災区域内

にその製造する医薬品等の製造販売業者の主たる事務所が在る者については、

その期間を延長する。 
７ 指定高度管理医療機器等に係る

登録認証機関の登録期間の延長 
平成 28 年４月 14 日から平成 28 年９月 30 日までの間に有効期間が満了する

指定高度管理医療機器等に係る登録認証機関の登録について、特定被災区域内

において登録認証機関の登録の申請をする者については、その期間を延長す

る。 
８ 医薬品の販売業の許可期間の延

長 
平成 28 年４月 14 日から平成 28 年９月 30 日までの間に有効期間が満了する

医薬品の販売業の許可について、特定被災区域内に店舗を有する者（配置販売

業については、特定被災区域内において業務を行う者）については、その期間

を延長する。 
９ 高度管理医療機器等の販売業又

は貸与業の許可期間の延長 
平成 28 年４月 14 日から平成 28 年９月 30 日までの間に有効期間が満了する

高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可について、特定被災区域内に事

業所を有する者については、その期間を延長する。 
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10 医療機器の修理業の許可期間の

延長 
平成 28 年４月 14 日から平成 28 年９月 30 日までの間に有効期間が満了する

医療機器の修理業の許可について、特定被災区域内に事業所を有する者につい

ては、その期間を延長する。 
11 再生医療等製品の販売業の許可

期間の延長 
平成 28 年４月 14 日から平成 28 年９月 30 日までの間に有効期間が満了する

再生医療等製品の販売業の許可について、特定被災区域内に営業所を有する者

については、その期間を延長する。 
 




